
別記様式第8号（別記１の第６の１、別記２の第５、別記３の第５、別記４の第６、別記５の第６、別記９の第６の１の（１）関係）

鳥獣被害防止総合支援事業、鳥獣被害防止都道府県活動支援事業、鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業、シカ・クマ特別対策等事業の評価報告（令和６年度報告）
和歌山県

１　被害防止計画の作成数、特徴等
県内30市町村全てで被害防止計画が策定されており、うち1町（0協議会）が令和6年度で計画が終期を迎えるため今回の評価報告の対象となっている。

２　事業効果の発現状況
本県では、各地域（県振興局単位）に市町村、農協、猟友会など関係機関が参画した協議会を設置し、実施隊等による有害捕獲活動及び追い払い活動、捕獲檻の導入、防護柵の設置等の取組を実施している。
令和4～6年度の県下全域の有害捕獲頭数（緊急捕獲事業）はイノシシ捕獲数が豚熱蔓延の影響により減少したが、その後徐々に回復傾向になった。3ヶ年合計でイノシシは24,279頭、シカは34,693頭、サルは3,341頭の捕獲となった。
加えて、捕獲圧をさらに高めるには人材育成が重要なため、鳥獣害対策アドバイザー研修、捕獲技術向上研修（銃・わな）などを継続的に開催してきた。
令和6年度の農作物被害額は2.47億円と令和3年度からほぼ横ばいであるが、イノシシ豚熱発生が減少傾向で有り今後残存個体の回復が見込まれるため、農作物被害等の更なる減小を目指し、有害捕獲を中心とした総合的な被害防止対策を実施していく。

３　被害防止計画の目標達成状況
県全体での被害額は平成30年度の3.02億円に対して、令和6年度は2.47億円と減小傾向にある。
市町毎の被害防止計画の達成率については、今年度で計画が終了して評価対象となっている1町（0協議会）は達成（達成率70%以上）となった。

４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況
*目標と実績にかかる各評価額は、対象鳥獣欄の対象鳥獣の順に並んでいます（最下段は合計値）。

（協議会名） 現状値 目標値 実績値
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R4 イノシシ 緊急捕獲事業 （頭） 1,162 1,045 398 653.0 0.58 0.52 0.38 333.3
シカ イノシシ 95 204 183 48 742.9 0.08 0.07 0.04 400.0
サル シカ 249 10 9 22 -1,200.0 0.20 0.18 0.01 950.0
アライグマ サル 6 158 142 145 81.3 0.07 0.06 0.09 -200.0
アナグマ アライグマ 41 0 0 0 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
ハクビシン アナグマ 5 0 0 0 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

ハクビシン 3 1,534 1,379 613 594.2 0.93 0.83 0.52 410.0

R5 緊急捕獲事業 （頭）
イノシシ 163
シカ 163
サル 13
アライグマ 37
アナグマ 17
ハクビシン 3

R6 緊急捕獲事業
イノシシ 396
シカ 414
サル 18
アライグマ 107
アナグマ 12
ハクビシン 3
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　被害金額および被害面積は達成率が
70％以上となり、基準年からの大きな減
少が確認できる。各獣種ごとの捕獲数が
年々増加傾向であり、捕獲圧が高くなっ
たことと県の防護柵等設置支援事業等を
進めたことが、被害対策に一定の効果は
あったと評価している。
　一方でアライグマによる目撃、捕獲が
増加傾向にあるため、獣類に適した防護
柵の設置と点検を行う他、中型獣類は各
種わなでの捕獲を積極的に進めるなど、
被害軽減に向けた対策をさらに充実して
いくことが必要です。

上富田町
（上富田町
鳥獣害対策

協議会）

上
富
田
町

令和6年度は前年度と比べ目撃
数、捕獲数ともに増加傾向にある
が、捕獲によって一定度の個体数
の調整はできたと考える。
農作物への被害はイノシシ、シカ
が減少したものの、サルの被害が
増加しており、猟師への情報提供
も行っているが、捕獲数は微増で
ある。

有害捕獲および県の防護柵等設置支援事業等を進め
た結果、町の鳥獣被害金額は令和4年度 1,211千円、
令和5年度 1,403千円、令和6年度 613千円と基準年と
比べ被害金額を減少することができた。
　また、協議会構成員等関係機関および猟友会等の協
力により、令和4年度～令和6年度の被害防止計画目
標を達成することができた。
　しかし、年数を重ねるごとに捕獲数が増加しており、
生息域が拡大していることが考えられる。
　被害軽減に繋げるには、防護と捕獲を併せて取り組
むことが重要であり、対策の進んでいない地域につい
ては啓発を進め、鳥獣を寄せ付けない環境作りを推進
していく必要がある。

有害鳥獣の目撃・捕獲頭数が増加
している。今後も有害捕獲を継続
し、個体の軽減に繋げて欲しい。
　また、免許所持者の高齢化が進
み、減少傾向にあるため、農家自身
が防護柵の補助金等を活用し、農
地を守る取り組みを推進していくこと
が重要になってくると考える。
　狩猟免許取得等の周知にも努め、
新たな担い手を勧誘、育成に努めて
もらいたい。
（上富田町農業委員会会長　田上
彰伸）
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R3 イノシシ 緊急捕獲事業 （頭） 740 629 143 537.8 #DIV/0!
シカ イノシシ 82 1,619 1,376 1,877 -106.2 #DIV/0!
サル シカ 207 1,062 903 1,483 -264.8 #DIV/0!
アライグマ サル 29 43 37 43 0.0 #DIV/0!
スズメ アライグマ 9 33 33 14 #DIV/0! #DIV/0!
カラス スズメ 165 165 24 #DIV/0!
カモ カラス 66 66 35 #DIV/0!
ヒヨドリ カモ 97 97 41 #DIV/0!

ヒヨドリ 3,825 3,306 3,660 31.8 0 0 0 #DIV/0!

R4 緊急捕獲事業 （頭）
イノシシ 28
シカ 269
サル 59
アライグマ 2

R5 緊急捕獲事業 （頭）
イノシシ 22
シカ 309
サル 25
アライグマ 18

R6 緊急捕獲事業
イノシシ 58
シカ 221
サル 41
アライグマ 22

R3 イノシシ 整備事業 実施なし 740 629 143 537.8 #DIV/0!
シカ 1,619 1,376 1,877 -106.2 #DIV/0!
サル 1,062 903 1,483 -264.8 #DIV/0!
アライグマ 43 37 43 0.0 #DIV/0!
スズメ 33 33 14 #DIV/0! #DIV/0!
カラス 165 165 24 #DIV/0!
カモ 66 66 35 #DIV/0!
ヒヨドリ 97 97 41 #DIV/0!

3,825 3,306 3,660 31.8 0 0 0 #DIV/0!

R4 整備事業 実施なし

R5 整備事業 750ｍ 2024/3/25

R6 整備事業 実施なし

新宮市（新
宮市鳥獣害
防止対策協

議会）

新
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市

猟友会の協力の下、有害鳥獣捕
獲及び特定外来生物防除に係る
捕獲に取り組んだ。
イノシシについては、豚熱の影響
による生息頭数の減少もあり、被
害が減少していたがR６年度から
生息頭数の増加がみられるも有
害捕獲や防護柵の修繕等対策が
行われているため被害の増加に
は繋がっていない。
二ホンジカについては、捕獲頭数
にあまり変化は見られないが、こ
れまで被害が出ていない地域で
の新たな被害が増加していること
から、そのような地域での防護柵
等の設置を推進した。
ニホンザルについては、鳥獣保護
管理員や職員の見回り、追払い
花火の活用により被害削減も目
指すも難しい状況。
アライグマについては小型の箱わ
なにより捕獲を行うほか、餌場を
なくすためくず野菜の撤去や防除
ネット等の設置の呼びかけを行い
被害の増加を防いだ。
また、鳥類の防除対策として、防
除ネットや防鳥テープの設置を呼
びかけるとともに猟友会の協力の
もと空砲での追い払いを実施する
ことで被害の軽減につながった。

イノシシの被害については豚熱の影響による個体数の
激減していたが、また増加しつつある。シカ、サルの被
害については、これまで被害を受けていなかったエリア
での被害が見られるようになってきており、その原因と
して、里山付近での耕作者が減り、生息圏のバランス
が崩れていることが推測される。サルについては市街
地での出没も増えている。山際では防除策をしっかりで
きていたが、これまで被害が出ていなかったエリアにつ
いては電気柵等の施工がなされていないことから、被
害拡大につながっていると考える。新規就農者が被害
を受けていたエリアについて、防護柵の設置を行ったこ
とで、そのエリアのシカの被害が減少した。今後、市の
電気柵設置補助金等の支援策を周知し、自己防衛の
推進により一層努めていきたい。

熊野川地区では、電気柵の設置が
進んではいるが、まだ多数の被害が
出ているため、修繕等の維持管理を
こまめに行っていかなければならな
い。耕作放棄地の農地の所有者に
は鳥獣の住処にもなる可能性もある
ので、草刈りのお願いも行っている。
銃を使用できない所では箱わなやく
くりわなの設置等を行い、鳥獣の個
体数減少に努めると共に、追払い花
火等を使用するなどの対策も進めて
いる。
（能城山本区長　下阪　殖保）

　被害金額は達成率が70％以下となり、
基準年から減少が減少したが、目標達
成には至らなかった。イノシシについては
豚熱の影響もあり被害金額が大きく減少
したが、シカ、サルによる被害が増加して
おり、大きな被害金額の要因となるこの
二種への対策が必要になるため、被害
現場の状況を確認し地域とともに対策を
講じていく必要がある。

新宮市鳥獣
害防止対策

協議会

新
宮
市

新宮市鳥獣
害防止対策

協議会

防護柵を計画的に設置すること
で、野生獣類の侵入を防止できた
ことにより、対象地区での農作物
被害が軽減できた。

 市では有害捕獲活動を行っており、イノシシについて
は豚熱による影響もあって捕獲個体数の低下に伴う被
害の減少があるが、シカ、サルについては猟友会を中
心とした有害個体を捕獲し、被害軽減を図っている。
　一方で、これまで被害があまり確認されていなかった
エリアについては防護柵等の施工がなされておらず、
被害が確認されたことから、対策強化を目的に本事業
を活用した。整備後の対象地域での被害は確認されて
いないため、事業の実施による被害が軽減に一定の効
果があると考えられる。しかし、防護柵の未整備地域に
おいては、鳥獣による被害が存在し、被害が確認され
るため、市での有害個体の捕獲活動と併せて、市の電
気柵設置補助金等の被害防除にかかる支援策の活用
を促し、生産者による自己防衛の推進・強化を図る必要
があると考える。

熊野川地区では、電気柵の設置が
進んではいるが、まだ多数の被害が
出ているため、修繕等の維持管理を
こまめに行っていかなければならな
い。耕作放棄地の農地の所有者に
は鳥獣の住処にもなる可能性もある
ので、草刈りのお願いも行っている。
銃を使用できない所では箱わなやく
くりわなの設置等を行い、鳥獣の個
体数減少に努めると共に、追払い花
火等を使用するなどの対策も進めて
いる。
（能城山本区長　下阪　殖保）

　被害金額は達成率が70％以下となり、
基準年からの減少が確認できたが、目標
達成には至らなかった。イノシシについて
は豚熱の影響もあり被害金額が大きく減
少したが、シカ、サルによる被害が増加
しており、大きな被害金額の要因となるこ
の二種への対策が必要になるため、被
害現場の状況を確認し地域とともに対策
を講じていく必要がある。
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和歌山県 和
歌
山
県

R６ イノシシ
シカ
サル
アライグマ等

・ニホンザル効率的捕獲のため
の行動調査

・わな捕獲技術向上研修
　初級研修
　中級研修
　実践研修

・銃猟捕獲技術向上研修

・和歌山県農作物鳥獣害アドバ
イザー研修

・狩猟の魅力研修
　体験研修

・和歌山県鳥獣害対策研修

一式

３回
４回

24回

４回

６回

５回

１回

・サルはGPSによる生息状況・行
動調査を行い、その結果を市町村
に共有し、有害捕獲の推進等に
活用した。

・わな捕獲技術向上研修では、70
名（初級研修35名、中級研修24
名、実践研修11名(24回)）が捕獲
の基礎知識や技術を習得した。

・銃猟捕獲技術研修では、14名が
安全な狩猟・有害捕獲技術を習得
した。

・和歌山県農作物鳥獣害対策アド
バイザー研修では、16名の専門
的な知識を有する人材を育成し
た。

・狩猟の魅力研修では体験研修
に5回20名の参加があり、狩猟現
場における活動方法を伝え、新規
狩猟者を確保・育成した。
鳥獣害対策研修には、「地域にお
ける獣害対策」・「シカ対策研究事
例」の報告が有り、県猟友会、関
係市町、県関係課から計15名が
出席し、獣害対策や地域活性に
ついて知見を深めた。

　

注１：被害金額及び被害面積の目標欄については対象鳥獣及び目標値を記し、これに合わせて他の欄も記載する。
 　２：都道府県が事業実施主体となる鳥獣被害防止都道府県活動支援事業を実施した場合、その事業内容等も記載すること。
　 ３：事業効果は記載例を参考とし、獣種等ごとに事業実施前と事業実施後の定量的な比較ができるよう時間軸を明確に記載の上、その効果を詳細に記載すること。整備事業を行った場合、捕獲効率の向上にどのように寄与したかも必ず記載すること。

 　 ４：「事業実施主体の評価」の欄には、その効果に対する考察や経営状況も詳細に記載すること。　　　
　 ５：鳥獣被害防止施設の整備を行った場合、侵入防止柵設置後のほ場ごとの鳥獣被害の状況、侵入防止柵の設置及び維持管理の状況について、地区名、侵入防止柵の種類・設置距離、事業費、国費、被害金額、被害面積、被害量、被害が生じた場合の要因と対応策、設置に係る指導内容
　　　維持管理方法、維持管理状況、都道府県における点検・指導状況等を様式に具体的に記載し、添付すること。
　 ６：被害防止計画に定められた全ての対象鳥獣について、鳥獣ごとに実績値や達成率等を記載すること。また、合算達成率も記載すること。
　 ７：次のいずれかに該当する場合には、達成率が低調であると判定すること。

　　（１）被害面積、被害金額等について、合算達成率が共に70％未満である場合
　　（２）次に該当する鳥獣種の被害面積、被害金額等について、対象鳥獣ごとの達成率が共に70％未満である場合

　　　ア　被害金額全体（全ての対象鳥獣における被害金額（実績値）の合計をいう。以下イにおいても同じ。）の２割以上を占めるシカ又はイノシシ
　　　イ　被害金額全体の５割以上を占めるシカ及びイノシシ以外の対象鳥獣

　 ８：目標が未達成となった場合は、「都道府県の評価」の欄に、総合支援チェックシート及び緊急捕獲チェックシートの遵守状況に係る確認結果を記載すること。
　　　なお、遵守状況の確認に当たっては、証拠書類の保存・提出は必須ではない。ただし、聞き取りの結果、書類を保存していると回答があった場合には、当該書類を確認する場合がある。

5 　都道府県による総合的評価
　県全域において有害捕獲、防護柵の整備、捕獲の担い手確保・育成に取り組んできた結果、令和６年度の被害額は2.47億円であり、平成27年度3.43億円からは減少傾向にある。
　その大きな要因であるイノシシの被害額の急激な減少はイノシシの豚熱蔓延による影響が大きいが、その終息と共に急激な増加に転じる恐れから今後の動向を注視し、個体数回復に対する被害対策とりわけ捕獲強化を進める必要がある。
　また、県では令和３年度末に令和４～８年度を対象期間としたイノシシ、ニホンジカ、ニホンザルに対する第二種特定鳥獣管理計画を策定しており、各鳥獣種別の動向を踏まえ、捕獲の推進を図っているところである。
　そのうち、ニホンジカについては、特にわなの成獣捕獲に対する市町村での有害捕獲を促進させている他、ニホンザルについては有害群れの行動範囲の特定化を本事業で活用し、後の群れ単位での捕獲を行うなど、県を上げて被害の軽減を図っている。
　今後も、各地域の状況を踏まえながら、市町村や関係団体と連携し、捕獲や防護対策を着実に実施・推進し、捕獲を担う者の確保と育成、実施隊活動の推進等も併せて行うことにより、ソフト・ハード両面から被害軽減対策を推進していく。


